
平成 6 年 6 月 2 0 日

清掃工場建設問題及び

交通対策調査特別委員会 

豊島地区清掃二I二場建設計画の主な経緯 
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o
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 年 月 日 事 	項 

1 平成3年10月 東京都、自区内処里を基本理念とした「清掃j場態錆植I」を発表。 〔平成22年度までに10工場の吏鍛〕 

2 ,, 	11月 清掃工場建設反対の陳情及び建設促進に関する請願が区議会に提出される。 
ー A・一・一一ー一一ーー一・一一一・一一一一一・・・・‘一一一一・一一一一・・一・一一一‘一一一→‘一一一一一．一ー．一一．一一．一一一ー．一一．一一．ー．一一．一ー．、一．一一．一一．ー一一ー一．．ー一ーーー一一一一一ー．一ー‘一一ー．.,一．一ー．.．一一一．一．一一．...,‘，一．.．ー一．ー．一一‘．ー一 .....‘，一．．ー一一ー一一一．ー 

3 平成5年 6月 東京都、（株｝マルコー所有の土地を取得b 

ノノ 	7月 東京都、（株〕西武鉄道所有の土地を取得。 

4 ノノ 	7月 東京都、清掃工場建設計画のあらましを本委員会に説明。 

5 平成6年 2月 東京都、清掃工場の地下化にっいて本委員会に説明。 

Z/ 	3月 

6 Z/ 	3月 東京都、訓画地勾の残りの民有地を全部取得。 

7 ノノ 	4月 東京都、 「豊島地区清掃工場基本諦画簾」＊にっいて本委員会に言塑月。 

8 ク 	4月 第―恒I豊島地区清掃工場建設巌議会を開催コ 	〔基本割画案の説明〕 

9 Z一 	4月 区、還元施毅c魂腰にっいて本委員会に説明。 

10 ク 	4月 東京都、 	・散三ジミ‘和 III誤の裾腰」＊にっいて本委員会に説明。 

11 z一 	5月 東京都、工場周辺の第2・3・11地区住民＼「豊島地区清掃工場ニュース」＊を回覧コ 

12 ノノ 	5月 第二回豊島地区清掃工場建設協議会を開催コ 	〔清掃工場等視察〕 

13 5月 清掃工場基本言植i案をI雄艮としまにま離島 

14 ノノ 	6月 東京都、 「豊島地区清掃工場の建設言f画にっいて」を全戸に配付。 

（注）＊印は全議員にご配付済みの資料です。 



豊島地区清掃工場の建設計画につ いて 

 

，東京都清掃局 
（完成予想図〔JA埼京線側から〕） 
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①ごみの発生抑制・リサイクルの促進 

東京都では、平成 3年相月に「ごみ減量化行動計画」 

を策定しました。 この計画では、都民・事業者・行政が

ョ本となつて生産 ,流通・消費・廃棄の各段階で、ごみ

の発生抑制を基本とし、リサイクルの促進などによヘーノず

平成12年度までに、全体で23％のごみの減量を目指して

います。 

また、平成 5年刊月に PJサイクル推進計画」を策定

し、各区の地域特性を踏まえて、資源化・再利用の促進

に努めています。 

②清掃工場の建設 

埋立処分場をできる限り長＜使用するためには、ごみ

の発生抑制・リサイクルを徹底してもなお残る可燃ごみ

を清掃工場で●尭却し、ごみの容積を減らした （約20分の 

Iの容積になる）うえで埋め立てることが必要です。 

ところが、現在、清掃工場ガ不足しており、平成 5年
愛では本来焼却すべき可燃ごみの約1割がそのまま埋め

立てられています。このため、都は自区内処理の原則を

基本理念にした「清掃工場建設計画」を策定し、都内犯

か所の清掃工場の建設に全力で取り組んでいます。 

/

/ 
埋立量を 

減らすための 
2つの方策 

23区のごみ量は、昭和60年度から平成

元年度にかけて急増レました。平成 2年
度以降は、ごみの発生抑制・リサイクル

の促進や景気の低迷によつて、やや減少

していますが、そギに1’も平成 5年度の1 
年間で約羽0万トンものごみが発生レて

います。ごみが急増する以前に比べると、 

なお高い水準にありますC 

N 

今急がれるのは、清掃工場の建設です 
最終処分場はもう満杯 1 

ごみは、焼却等の処理の有無にかかわらず、最終

的こは必ず埋立処分されます。 したがって、埋立処

分場はごみ処理には欠かせない施設です。 

現在の埋立処分場は、今後、リサイクルや減量化

を進めても平成 8年中には満杯になってしまいます。 

新処分場は未焼却のごみはダメ~ 

現在、計画している新たな埋立処分場には、焼却

等の処理をしたものでなければ搬入できませflJ。 そ

れでもこの処分場は完成後15年間程度で満杯となつ

てしまいます。その後の埋立処分場については、確

保の見通レがつかない厳しい状況にあります。 

そこで、埋立処分場をできる限り長＜使用するた

めに、運び込まオ11るごみの量を減らすことが求めら

れています。 

清掃工場建設計画 

平成 3年10月に策定しだ「清掃工場建

設計画」では、可燃ごみの全量焼却の達

成と地域から出たごみについてはその」也

辱敏で処理する「自区内処理の原則」を基

本理念とレて、10か所の清掃工場の整備

を計画しましたC 

これらの清掃工場を建設することによ

り、将来にわたり安定的な可燃ごみの焼

却体制が確立されることになります。 

豊島区には清掃工場がないため、ー日

も早い清掃工場の建設を目指していま 

90 

豊島地区清掃工場の建設計画について 

一2 建設スケジユール 

(1)都市計画・環境影響評価手続は、平成 6年夏か

ら約I年をかけて住民説明会や公聴会等を開催

レます。 
②建設工事は、平成 7年度に着工レ、平成10年度

末の完成を目指しています。 

3 豊島区からの要望について 

豊島区からは、何点かの要望を頂いていますが、 

主なものは次の通りです。 

(1）溝掃車の搬出入路については、複数に分散する｝ 

とともに、構内滞車スペースの確保に努めるな

ど万全の対策を講じること 

C2）地下式工場等の検討も含め、土地の高度利用を

図ること 

⑧区施設との合築を考慮すること 

都では、清掃工場を検討するにあたつて、豊島区

からの要望を十分踏まえるとともに、副都心池袋に

相応しい施設として計画しました。 

(1）清掃車の搬出入路については、川越街道と池袋

大橋の 2か所を便用した搬出入路を計画しまレ 

た。また、清掃車の滞車スペースについては、 

構内道路を 2層構造にするなど、清掃車が敷地

の外に溢れることのないようにレました。 

②地下式工場については、長期間の工期、膨大な

工費のほか、工場操業時の安全性や労働環境面

等の問題があります。 

都では、 「敷地の有効利用」や「近隣環境への

影響を極力少な＜する」等に工夫した清掃工場

を計画しました。 

3区施設については、清掃工場の管理棟との合築

により整備する計画です。 

4 焼却規模について 

豊島地区清才証工場の焼却能力は、当初300 t /日
としていまレたが、用地の拡大が図れたことや、豊

島区内から発生する可燃ごみの状況を考慮して400 
t／日とレて計画しました。 

5 公害防止対策・清掃車の運行 

（羽公害防止対策については、大気汚染、騒音・振

動等についての法令上の基準をさらに上回る自

己規制値を設定するなど、万全の対策を行い、 

これを遵守レていきます。 

②現在、豊島区内の可燃ごみは、約100台の清掃

車で収集し、足立工場や板橋工場に搬入し焼却

しています。豊島地区清掃工場完成後は、区内

のごみを直接新工場に搬入して焼却することに

なります。これにより、迅速な収集によるサー 

ビスの向上や車両の有効活用を図ることができ

ます。 
6 余熱利用について 

ごみを焼却するときに発生する「熱」は、発電を

はじめ、隣接レて建設が予定されている区施設の温

水プール・福祉施設等に供給するなど、工ネルギー 

を有効に活用レますC 

1 基本計画のあらまレ 

(1）建設場所 豊島区上池袋二丁目地内（旧池袋ス 

ケートセンター跡地はか） 

②敷地面積 約12,000平方メートIレ 
(3〕焼却規模 I日当たり400ト二／ 

四建物等の規模 

①工場棟 	 高さ約42m ①工場棟 	 高さ約42m 
建築面積約4, 600m2 

②管理棟・区施設 高さ約銘m 
建築面積約I,100mz 

③煙 突 	 高さ約21 om 
⑤清掃車の搬出入台数 ごみ搬入延糸1440台／日 

灰搬出 延約7台／日 
'“、、 	 」火織出 女些葦り1ノ甘／ヒ」 



豊島地区清掃工場のデザインについて 

最近、価値観の変化とともに、 「うるおい」や「アメニティ’」に対する関心が高まり、都市のまちづ＜り

において、良好な都市景観の形成が重要な課題となつています。清掃工場についても、従来のごみ処理とい

う機能だけでな＜、都市景観のーつとレて、住民に理解され親レまれることが必要であると考えています。 

このような観点から、 

(1）副都心池袋地域に相応しい地域のランドマークとすること 

(2) 開発により景観の変化があっても斬新さが失われないこと 

③ 工場棟、管理棟・区施設、煙突の三者が統ーとれたものとすること 

このような基本方針のもとに、ストライプ（縞‘層状）を基調とレたデザイン案を採用しました。 

そのコンセプHよ、この地域が武蔵野丘陵の東端にあたることから、工場棟、管理棟・区施設下層部、煙

突下部を丘や地層を連想させる層状（ストライプ）の壁面で囲むデザインにしまレた。 

また、工場棟の最上部は二段の円形とレ、管理棟・区施設の高層部はガラスの壁面とすることより、景観

に変化を持たせると同時に周辺環境に対する量感や閉鎖感を軽減させまレた。煙突は、スI-)ムな六角形とし、 

副都心を象徴するオブジエとしました。 

全体の色彩は、大地をイメージするアースカラーを基調とレまレた。 

皆様のご意見・ご要望をお待ちしています 

東京都清掃局工場建設推進室 

公 5320-5853 （ダイヤルイン） 

（平成6年度登録第29号） 

このパンフレットは再生紙を使用しています。 



平成6年7月26日

東京都清掃局 
豊屋も土也区7青才景コニ琴吾 今後c2D予気芭 

【都市計画決定手続き】 	 【環境影響評価手続き】 

都市計画環境保全委員会報告 環境影響評価書案提出 
同じ日 

平成6年7月21日 平成6年7月21日 

関 係 地 域 の 決 定 

平成6年8月中旬 

都 市 計 画 案 及 び 環 境 影 響 評 価 書 案 の 住 民 説 明 会 

平成 6年9月下旬 

公 聴 会 の 開 催 

東京都都市計画地方審議会 

見解書の住民説明会 

都 市 計 画 決 定 告 示 

東京都環境影響評価審議会 

【建設工事】 

本 契 

建設工事 着工 平成7年10月 

竣工 平成11年6月 

環境影響評価書提出 

環境影響評価事後調査 



平成 6年7月21日 

豊駿,土也巨く7青手帯コニ~者Ii干丁言十iiIi I央気己にニーつし、＝ 
	

都 市 計 画 局 

1 基本的考え方 

区部の可燃ごみの全量焼却を達成し、その能力を安定的に確保できるよう、清掃工場の新設、建替えの推進を図るため、 

東京都市計画ごみ焼却場第19号豊島地区清掃工場を決定する。 

2 経 緯 

平成 3年10月 	「清掃工場建設計画」において豊島地区清掃工場建設計画を発表 

平成 6年 3月 	建設用地を取得 

平成 6年 4月 	豊島区、区議会に基本計画案を説明 

平成 6年 4月～ 5月 地元住民に基本計画案を説明 

平成 6年 7月 	環境影響評価書案を提出 

平成 6年 9月 	都市計画案の公告・縦覧（予定） 

※参考 建築物等の概要 

計画の概要 

名 称 第19号豊島地区清掃工場

位 置 豊島区上池袋二丁目地内 

面 積 	約 1. 2ha 

処理能力 	400t／日 （200 t／日・炉 × 2基） 

施行予定期間 平成7年度～平成11年度 

施行予定者 	東 京 都 

建築物等 延 べ 面 積 建築物の高さ 備 	考 

工場棟 約 16 , 800 d 約 	42 in 地下 4階地上 5階建 

管理棟 約 16 ,600 m2 約 	63 in 区の施設を含む。 

煙 突 約 210 in 

名
位 

面 

称
置
積 

5 施行予定者 

6 その他 本事業は、東京都環境影響評価条例の対象事業であるため、同条例に基づく

環境影響評価を行うものである。 

問い合わせ先 

施設計画部 

施設計画課長 早川勝之

電話 内線 30一480 
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